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京都市立北総合支援学校
校長　小田　健司
高等部進路指導主事　瀬　信博
No.８　令和７年１２月２３日
日
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今年も残すところあとわずかとなりました。皆さんにとって今年はどんな一年になりましたでしょうか？目標を持ち継続して取り組んできたこと、はじめてチャレンジしたこと等々、様々な経験の中で成長されたかと思います。これまでの学びや経験をしっかりと振り返り、今後に繋げていきましょう
冬休みはゆっくりと身体を休めていただき、楽しい思い出をたくさん作ってくださいね。また年明けに元気な笑顔でお会いできることを楽しみにしています。よいお年をお過ごしください！！
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〇事業所見学に向けて　［高１］
随時、個別の事業所見学を実施しています。生活介護、就労継続支援B型、自立訓練など同じサービス形態であっても、事業所によって活動や雰囲気は異なります。引き続き見学を通して進路選択・決定へと繋げていきましょう。事業所見学について何かご不明な点がございましたら、担任を通じて進路担当までご相談ください。

〇福祉体験実習に向けて　［高２］
随時、個別の福祉体験実習が始まっています。慣れない環境での活動となり、緊張する場面や戸惑うこともたくさんあるかと思います。いつも以上に力を発揮できたり、普段通り自分らしく過ごせたりできたり、反対に、なかなかいつもの力を発揮できなかったり、気持ちが高ぶりすぎたりと、実習での成果や課題は人それぞれ異なりますが、実習で得た“気付き“が一番大切です。良い点はどんどん伸ばしていき、課題となった点は可能な範囲で改善・克服できるよう、学校や家庭での生活で意識して取り組んでいきましょう。
保護者の皆様におかれましては、実習開始時のご挨拶や振り返りの会にご参加いただきありがとうございます。引き続きご協力をお願い致します。

[image: ]〇進路選択・決定に向けて［高３］
「後期個別進路相談」が終了しました。担当ケースワーカーなどの関係者同席の元、進路の意向の確認や年明けからの進路の流れ、福祉サービスの制度的な概要などについてお話しをさせていただきました。
生徒たちは普段とは違う雰囲気の中、少し緊張している様子も見られましたが、質問に対して自身の意見をはっきりと答えたり、他の人の話に落ち着いて耳を傾けたりと、場にふさわしい態度で進路相談に臨むことができました。
保護者の皆様におかれましては、お忙しい中日程調整にご協力いただき、誠にありがとうございました。今後の進路の流れについては、進路相談当日のお話や先月号の「進路だより」を参考にしてください。その都度学校からご案内させていただきますが、不明な点がございましたらご遠慮なくご質問ください。引き続き関係機関と連携をとりながら、卒後の進路決定に向けてすすめていきたいと思います。
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[image: ]障害支援区分について
[image: ]　障害支援区分とは、障害の多様な特性やその他の心身の状態に応じて必要とされる支援の度合いを総合的に示すものです。１８歳以降、「児童」から「成人」への移行に伴い、障害福祉サービスを利用する場合に「障害支援区分１～６」の認定が必要になる場合があり、区分によって利用できるサービス内容や時間数が異なります。在学中でも、利用しているサービスによっては区分が必要となりますので、すでに認定済の方もおられます。区分認定には以下２点が必要です。障害支援区分について
（主催：厚生労働省）

1 担当ケースワーカーより、本人または保護者への聞き取り
▶ 家庭訪問にて実施するケース、来庁にて実施するケースなどご家庭によって様々です
▶ 本人・保護者が出席、保護者のみが出席など個に応じて様々です
2 主治医の意見書
▶ 主治医の決定は保護者が行います
▶ 主治医への依頼は、担当ケースワーカーが行います
[image: ]ちなみに、障害支援区分を決定しない場合もあります。例えば、「日中活動系サービス」における就労継続支援B型・A型/自立訓練/就労移行支援、ほか移動支援については“区分不要”で利用できるサービスです。在学中に区分認定を済ませておくべきかどうかについては、現在利用している、または今後利用予定のサービスによって個々に異なります。障害者総合支援法のしおり（主催：京都市保健福祉局障害保健福祉推進室）




サービス等利用計画について
　「サービス等利用計画」とは、障害福祉サービスや地域相談支援を計画的に利用し、生活の質をさらに向上させるために、生活全体の目標や課題を踏まえ、福祉、保健、医療、就労など幅広い支援や、最も適切な障害福祉サービス等の組み合わせについて検討し、作成する総合的な支援計画のことで、障害福祉サービスを利用する場合、作成は必須となります。作成については、以下２種類の方法があります。
	計画相談
	
	セルフプラン

	京都市の指定する特定相談支援事業所の相談員
	作成者
	利用者本人やご家族等

	新規利用、更新時、変更時
	作成時期
	新規利用、更新時、変更時

	無料
	費用
	無料

	モニタリングの実施（サービス等利用計画が適切かどうか、一定期間ごとに面談等通して検討を行う）
	違い
	本人やご家族等が直接作成する



〇事業所等の情報収集にご活用ください
	指定障害福祉
サービス等一覧
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（主催：京都市情報館）
	障害者就労支援
推進会議はたらきまひょ
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（主催：京都市保健福祉局障害保健福祉推進室）
	障害者はたらき
支援ネット
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（主催：京都府健康福祉部障害者支援課）
	障害福祉サービス事業所検索　ＷＡＭ　ＮＥＴ
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（主催：独立行政法人福祉医療機構）
	令和６年度障害福祉サービス事業所プロフィール
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（主催：京都市障害者地域自立支援協議会、京都市総合支援学校進路指導主事会）
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